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Ⅰ ふるさと納税制度の概要



Ⅰ ふるさと納税制度の概要
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〇 平成20年度税制改正において、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を

選ぶことができる制度」として創設された。

〇 自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、

原則として所得税・住民税から全額が控除される。

参照：ふるさと納税ポータルサイト（総務省）

控除のイメージ

ふるさと納税の意義（総務省 ふるさと納税ポータルサイトHP「ふるさと納税の理念」より抜粋）

・第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。

それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。

・第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。

それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。

・第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。

それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。
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１ 創設・改正経緯



１-１ 創設・改正経緯（Ｈ５～Ｒ７）
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○ 平成20年度税制改正により、ふるさと納税制度は創設された。

〇 平成27年度税制改正により、特例控除額の上限の引上げ（個人住民税所得割額の１割から２割に拡充）及び

ワンストップ特例制度の創設が行われた。

〇 直近は、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、返礼品の基準に係る改正が行われている。

年度 概要（主な改正内容）

平成５年度
個人住民税の寄附金控除の対象に地方公共団体に対する寄附金を追加
　※10万円を超える寄附を行った場合、10万円を超える寄附金の金額について寄附金控除の対象

平成20年度 ふるさと納税制度の導入（特例控除の創設）

平成２３年度 寄附金控除の適用下限額を５千円から２千円に引下げ

平成27年度
特例控除上限の引上げ（所得割の１割から２割へ拡充）
ワンストップ特例制度の創設

令和元年度 指定制度の創設（実施基準・返礼品基準）
　※過度な返礼品等の是正・趣旨に反するような募集等の是正

令和５年度

前指定対象期間に係る基準不適合等への対応
　※最大２年前の基準不適合等を理由とした指定の取消しが可能

募集適正基準の改正
　※募集費用について、付随費用も含めて寄附金額の５割以下とする

地場産品基準の改正
　※加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、
  返礼品として認める

令和６年度

募集適正基準の改正＜R7年10月から適用＞
　※ポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止

地場産品基準の改正
　※「区域内での工程が製造等ではなく製品の企画立案等であるもの」や「宿泊等の役務」について、付加価
  値や、地域との関連性をより重視した形で基準を見直し

令和７年度

募集費用の透明化＜R７年度の募集費用（R8年９月に公表）から適用＞
　※地方団体が「１支払先あたり100万円以上」の募集費用について、その支払先・支払額・支払目的を公表

地場産品基準の明確化＜R8指定（R8年10月）から適用＞
　※付加価値割合の算出方法について、価格に基づく算出を原則とする
　※製造者が価値の過半が区域内で生じたことを証明するとともに、自治体が証明事項を公表する 　等

〈６ページ〉

〈７ページ〉

〈９ページ〉



１-２ ふるさと納税制度の創設（Ｈ20）
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〇 個人住民税の寄附金税制の抜本的な見直しがされる中で、地方公共団体に対する寄附金税制を大幅に拡充し、

所得税と合わせて一定限度まで全額を控除する仕組みを平成21年度分の個人住民税から導入。

○ 所得税と個人住民税の基本分の控除により控除できなかった寄附金額について、個人住民税の税額控除の

特例分として、個人住民税所得割額の１割を限度として全額控除。

出典：平成20年改正地方税制詳解（地方財務協会）



7

〇 地方創生を推進する観点からふるさと納税の一層の活用を促進するため、特例控除額の上限を個人住民税所得割額

の１割から２割に拡充。

〇 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告をせずにワンストップで寄附金税額控除を

受けられる特例を創設。

● ふるさと納税 改正の概要

 (1) 特例控除額の控除限度額の引上げ

（略）

今般の年度改正法において、この控除限度額について、地方創生を推進する観点からふるさと納税の一層の活用を促進する

    ため、「地域社会の会費」という個人住民税の性格も踏まえ、特例控除額の上限を個人住民税所得割の１割から２割に引き上

    げることとされたところである（法37の２②、314の７②)。この結果、2,000円を除く全額が控除されるふるさと納税額（年

間上限）についても、従前の約２倍となることとなった。

(2) ふるさと納税ワンストップ特例制度

今般創設されたふるさと納税ワンストップ特例制度は、マイナンバー、マイナポータルを活用した簡素化までの間の特例的

な仕組みとして導入するものであり、当分の間の特例として創設された。当分の間の申告手続の特例として創設するものであ

 ることから、地方税法本法附則において、「個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等」として

規定されたものである（法附則７、附則７の２、附則７の３)。（略）

出典：平成27年改正地方税制詳解（地方財務協会）

１-３ 特例控除額の拡充・申告手続きの簡素化（Ｈ27）



１-４ ふるさと納税に係る控除額の計算（H27～現在）
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〇 ふるさと納税のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から

全額控除される。

【控除額の計算】
① 所得税・・・（ふるさと納税額－2,000円）を所得控除 （所得控除額×所得税率(0～45％(※))が軽減）

② 個人住民税（基本分）・・・（ふるさと納税額－2,000円）×10％を税額控除

③ 個人住民税（特例分）・・・（ふるさと納税額－2,000円）×（100％－10％（基本分）－所得税率(0～45％(※)) ）

→ ①、②により控除できなかった額を、③により全額控除（所得割額の2割を限度）

（※） 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となる。

参照：ふるさと納税制度の概要（総務省）

ふるさと納税に
のみ適用される



１-５ ワンストップ特例制度（H27～現在）
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〇 ふるさと納税先団体数が少ない場合等に限り、ふるさと納税をする際にふるさと納税先団体に申請するこ
とによって、寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組み（平成27年４月１日以降に行うふるさ
と納税が対象）。

〇 控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことが必要だが、確定申
告が不要な給与所得者等について、確定申告がふるさと納税を躊躇する原因となっている可能性があること

 から本制度が創設された。

〇 所得税控除相当額を個人住民税から控除する仕組みにより、本来、国が負担すべき減収分を地方自治体が
肩代わりしている状況。

参照：ふるさと納税制度の概要（総務省）
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２ ふるさと納税制度の実績と現状



２-１ 住民税控除額及び控除適用者数の推移（全国計）
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〇 ふるさと納税に係る住民税控除額及び控除適用者数は年々増加。

〇 ワンストップ特例制度の適用実績は、制度開始後年々増加。

〇 令和７年度課税における控除額は約8,710億円、控除適用者数は約1,080万人。

参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月31日自治税務局市町村税課）



(単位：百万円・千人)

課税年度 H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度

市民税控除額 26 35 38 586 119 173 570
3154
(750)

5637
(1,483)

10,378
(2,829)

13,677
(4,123)

14,466
(4,533)

17,695
(6,234)

23,009
(8,092)

27,242
(9,869)

30,467
(11,333)

34,338
(12,801)

控除適用者数 0.9 3 1 40 5 7 22
65
(20)

114
(37)

148
(53)

194
(76)

201
(82)

260
(120)

341
(161)

399
(194)
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(219)
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（231)
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※平成28年度以降は、各年度の「ふるさと納税に関する現況調査について 課税における住民税控除額の実績等」（総務省）の数値、平成27年度以前は、課税状況
調をもとに算出し、作成。

※表中（）内はふるさと納税ワンストップ特例制度の適用実績

２-２ 市民税控除額及び控除適用者数の推移（横浜市計）
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市民税控除額（百万円）

控除対象者数（千人）

〇 ふるさと納税に係る市民税控除額及び控除適用者数は年々増加。

〇 ワンストップ特例制度の適用実績は、制度開始後年々増加。

〇 令和７年度課税における控除額は約343億3,800万円、控除適用者数は約47万人（全国１位）。

（単位：百万円） （単位：千人）



参照：本市HP「令和７年度市税実収見込額の概要」

２-３ 【参考】令和７年度市税実収見込額の概要（横浜市）
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〇 ふるさと納税に係る市民税の減収影響額は、個人市民税収の約７％（＝325億円/4,711億円）
に迫る規模。



課税年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

総人口（１月１日時点） 3,722 3,729 3,736 3,738 3,746 3,755 3,760 3,756 3,754 3,753

個人市民税所得割
納税義務者数

1,778 1,803 1,828 1,849 1,877 1,898 1,906 1,927 1,947 1,890

控除適用者数 22 65 114 148 194 201 260 341 399 439

納税義務者数に占める
控除適用者数の割合

1.2% 3.6% 6.2% 8.0% 10.3% 10.6% 13.6% 17.7% 20.5% 23.2%

(単位：千人)
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※個人住民税所得割納税義務者数：各年度の「市町村税課税状況等の調（個人の市町村民税の納税義務者等に関する調 第２表）」均等割と所得割を納める者_納税義
務者数

人口：各年度の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査「【総計】市区町村別人口、人口動態及び世帯数」（総務省）
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２-４ 個人市民税の納税義務者に占める控除適用者の割合

〇 横浜市の令和６年度個人市民税所得割の納税義務者のうち、ふるさと納税にかかる控除
適用者は約23％を占める。

〇 個人市民税所得割納税義務者数に占める控除適用者数の割合は年々増加。

（単位：千人）

控除適用者数（千人）

所得割納税義務者数（千人）

割合（％）



※ Ｒ６年中（Ｒ６.１月～Ｒ６.12月）のふるさと納税に係る住民税控除の適用実績

２-５ 令和７年度課税における住民税控除額の多い20団体
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〇 人口が多い団体ほど控除額・控除適用者数が多い傾向。

〇 横浜市が最多（控除額約340億円・控除適用者数約47万人）。

〇 令和４年度課税以降、上位20団体に変動なし（20位内で順位変動はあり）。

参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月31日自治税務局市町村税課）



２-６ ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移（全国計）
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〇 ふるさと納税の受入額は直近６年間増加しているが、受入件数は令和６年度に減少。

〇 ワンストップ特例制度の利用実績は、制度開始後年々増加。

〇 令和６年度の受入額は約１兆2,728億円、受入件数は約5,879万件。

参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月31日自治税務局市町村税課）



（単位：万円、件）

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

受入額 1,530 8,574 1,951 9,151 8,664 3,432 5,022 34,560
8,321
（447）

15,034
（551）

21,673
（527）

9,130
（403）
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118,620
（15,345）

288,861
(54,346)

受入件数 296 301 332 352 642 650 672 692
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（106）
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（136）

1,376
（156）

1,488
（112）

4,978
（641）

6,542
(1,085)
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(1,408)
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（4,232）

58,384
(12,513)
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※「ふるさと納税に関する現況調査について 各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成20年度～令和6年度）」（総務省）から作成
※表中（）内はふるさと納税ワンストップ特例制度の適用実績

２-７ ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移（横浜市計）
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（単位：万円） （単位：件）

ふるさと納税受入額（万円）

ふるさと納税受入件数（件）

〇 ふるさと納税の受入額・受入件数ともに直近６年間増加。

〇 ワンストップ特例制度の利用実績は、令和２年度以降急増。

〇 令和６年度の受入額は約28億8861万円、受入件数は５万8,384件。



※宝塚市によると、寄附受入額約257億円には、市立病院に対する市民２人からの約254億円の寄付を含んでいる。
※令和６年度（令和６.４月～令和７.３月）の受入実績

２-８ 令和６年度におけるふるさと納税受入額の多い20団体
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〇 上位20団体で全国の受入額のうち約２割（約2,533億円）を占める。

〇 20団体中５団体を除き、令和５年度も受入額上位20団体に入っている（赤字の団体）。

参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月31日自治税務局市町村税課）から作成
財政力指数：「令和5年度地方公共団体の主要財政指標一覧 全市町村の主要財政指標」（総務省）

〇令和６年度におけるふるさと納税受入額　上位20団体

寄附受入額 寄附件数
財政力指数

（令和５年度）
寄附受入額 寄附件数

財政力指数
（令和５年度）

1 兵庫県 宝塚市※ 25,668 7,919 0.82 11 静岡県 焼津市 11,907 800,136 0.82

2 北海道 白糠町 21,165 1,333,228 0.24 12 京都府 京都市 11,500 246,550 0.8

3 大阪府 泉佐野市 18,152 1,130,779 0.86 13 山梨県 富士吉田市 10,120 511,542 0.66

4 宮崎県 都城市 17,692 862,624 0.54 14 岩手県 花巻市 8,432 550,101 0.46

5 北海道 別海町 17,350 1,035,913 0.31 15 福井県 敦賀市 8,393 420,558 0.86

6 北海道 根室市 14,691 672,865 0.34 16 北海道 千歳市 7,476 387,226 0.72

7 愛知県 名古屋市 13,791 274,101 0.97 17 山梨県 甲府市 7,416 199,679 0.71

8 宮崎県 宮崎市 13,243 687,764 0.69 18 新潟県 南魚沼市 7,122 183,624 0.41

9 北海道 紋別市 13,083 760,997 0.33 19 茨城県 守谷市 7,038 335,898 0.96

10 宮城県 気仙沼市 12,165 819,350 0.44 20 静岡県 富士宮市 6,938 363,067 0.84

団体名 団体名

（単位：百万円、件）



２-９ 【参考】ふるさと納税受入額の偏り①
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〇 ふるさと納税受入額は、一部の団体に偏っている。

〇 財政力指数とふるさと納税受入額の明確な相関関係は見受けられない。

参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月31日自治税務局市町村税課）、
「令和５年度地方公共団体の主要財政指標一覧 全市町村の主要財政指標」（総務省）から作成

〇 財政力指数とふるさと納税受入額の散布図

受入額 団体数

10億円以下 1425

10億円超50億円以下 273

50億円超100億円以下 23

100億円超150億円以下 8

150億円超200億円以下 3

200億円超 2

地方団体の約8割

【参考】財政力指数の全国平均：0.48
財政力指数が１を超えると地方交付税の不交付団体となる



２-10 【参考】ふるさと納税受入額の偏り②

20
参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月31日自治税務局市町村税課）、

「令和５年度地方公共団体の主要財政指標一覧 全市町村の主要財政指標」（総務省）から作成

〇 財政力指数とふるさと納税受入額の散布図（受入額１億円以下）

※受入額１億円以下の財政力指数の平均については突出した高い値をもつ自治体があったため、上位と下位からそれぞれ5％を除去する
「５％トリム平均」を使用（単純な平均は、0.43）

〇 財政力指数とふるさと納税受入額の明確な相関関係は見受けられない。

〇 ふるさと納税受入額１億円以下の団体の財政力指数の平均は、全国平均（0.48）より
低くなっている（0.41）。

受入額 団体数
財政力指数

（５％トリム平均）

1億円以下 561 0.41

【参考】財政力指数の全国平均：0.48
財政力指数が１を超えると地方交付税の不交付団体となる



２-11 ふるさと納税の募集に要した費用（全体）
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〇 ふるさと納税の募集に要した費用は、全団体合計で約5,900億円（受入額の約46％）。

〇 費用のうちポータルサイト運営事業者に支払った費用は約1,656億円。

参照：ふるさと納税に関する現況調査結果（令和７年度実施）（令和７年７月31日自治税務局市町村税課）



２-12 ふるさと納税の募集に要した費用（横浜市計）

22

自治体財源
15億4,471万円

（53.5%）

返礼品
7億8,744万円

（27.3%）

送付・広報・決済
9,685万円
（３.4%）

事務費等
４億5,9５7万円

（15.9%）

令和６年度受入実績
28億8,857万円

〇 ふるさと納税の募集に要した費用は、合計で約13億4,385万円（受入額の約47％）。

〇 費用のうちポータルサイト運営事業者に支払った費用は、約４億9,872万円（受入額の
約17％、募集費用の約37％）。

（単位：万円、ポイント）

金額

受入額に
占める
割合
（①）

金額

受入額に
占める
割合
（②）

返礼品等の調達に
係る費用

78,744 27.3% 28,950 24.4% 2.9

返礼品等の送付に
係る費用

4,883 1.7% 1,871 1.6% 0.1

広報に係る費用 1,092 0.4% 388 0.3% 0.1

決済等に係る費用 3,710 1.3% 1,454 1.2% 0.1

事務に係る費用等 45,957 15.9% 20,683 17.4% ▲1.5

合計 134,385 46.5% 53,346 45.0% 1.5

区分

令和6年度 令和５年度

①－②

うちポータルサイト運営事業者に支払った費用 4億9,872万円
（受入額に占める割合 約17％）

（募集費用に占める割合 約37％）

※端数処理の関係から合計が一致しない場合がある。



２-13 ふるさと納税の募集に要した費用の変動（横浜市）
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〇 ふるさと納税受入額の増加と合わせて、受入額に占める費用の割合も増加している。

※端数処理の関係から合計が一致しない場合がある。

（単位：万円）

金額
受入額に

占める費用
の割合

金額
受入額に

占める費用
の割合

金額
受入額に

占める費用
の割合

金額
受入額に

占める費用
の割合

金額
受入額に

占める費用
の割合

金額
受入額に

占める費用
の割合

受入額

返礼品等の調達に
係る費用

83 0.9% 2,404 8.1% 5,116 15.2% 7,002 17.3% 28,950 24.4% 78,744 27.3%

返礼品等の送付に
係る費用

2 0.0% 0.4 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1,871 1.6% 4,883 1.7%

広報に係る費用 40 0.4% 33 0.1% 27 0.1% 60 0.1% 388 0.3% 1,092 0.4%

決済等に係る費用 20 0.2% 194 0.7% 283 0.8% 630 1.6% 1,454 1.2% 3,710 1.3%

事務に係る費用等 40 0.4% 724 2.5% 1,208 3.6% 3,969 9.8% 20,683 17.4% 45,957 15.9%

合計 183 2.0% 3,356 11.4% 6,634 19.7% 11,461 28.3% 53,346 45.0% 134,385 46.5%

288,857

令和6年度

9,130 29,548 33,708 40,536 118,620

区分

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度



２-14 【参考】募集費用に関する規定
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地方税法（昭和25年７月法律第226号）

(寄附金税額控除)

第三百十四条の七 本文省略

２ 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、第

一号、第四号及び第五号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支

出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同

じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。

一 省略

二 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところ

により算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であるこ

と。

三から五 省略

３ 以降省略

総務省告示第179号（令和７年６月24日最終改正）

（趣旨）

第一条 省略

（募集の適正な実施に係る基準）

第二条 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、第一号、第二

号及び第二号の二（地方団体が食品（食品表示法（平成二十五年法律第七十号）第二条第一項に規定する食品をいう。以下同

じ。）を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等（以下「返礼品等」という。）として提供

する場合には、次の各号）のいずれにも該当することとする。

一 省略

二 指定対象期間（地方税法施行規則（昭和二十九年総理府令第二十三号）第一条の十六第二項に規定する指定対象期間（同

条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出し

た地方団体にあっては、同令第一条の十六第五項に規定する指定対象期間）をいう。以下同じ。）において第一号寄附金の

募集に要する費用（法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関す

る事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。次号において「募集費用」という。）の額の合計額が、

当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。



２-15 寄附受入額の活用状況（全国）
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〇 ふるさと納税制度による寄附受入額は、子育て支援や教育、まちづくりなどに活用されている。

〇 災害支援金としても活用されており、その場合、返礼品がないものの、多額の寄附を受け入れ

復旧や復興のために使われている。

【北海道白糠町（令和６年度寄附受入額が全国第２位）における活用事例】

・子育て支援事業（18歳までの医療費の無料化、保育料・給食費の無料化など）

・教育（幼児教育サポート事業、放課後学習サポート事業など）

・まちづくり（防災行政無線戸別受信機の整備など）

・健康づくり（町民の健康づくり）

・産業づくり（新規就農者支援事業など）

【災害支援金としての活用】

・能登半島地震への支援により、石川県及び県内自治体への寄附が急増（52億円→113億円、118％増）

出典：令和６年度地方財政審議会（令和７年２月７日）説明資料

出典：白糠町ふるさと納税 寄附金の使い道（北海道白糠町ホームページ）



２-16 寄附受入額の活用状況（横浜市）
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〇 横浜市において、ふるさと納税制度による寄附受入額は、子どもの貧困対策や動物園の経費ほか、

男女共同参画支援、高齢者福祉・障がい者福祉の向上などに活用されている。

〇 その他、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）への活用。

【令和５年度における寄附金額とその使途】

  〈寄附総額〉

約12億円

〈主な活用先〉

・子どもの貧困対策・・・約1.6億円

・男女共同参画支援・・・約0.5億円

・動物園の経費・・・約0.5億円

・高齢者福祉・障がい者福祉の向上・・・約0.3億円 など

【GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）への寄附】

・寄附金を基金へ積み立て、横浜市が行うGREEN×EXPO 2027に関する事業の推進に活用



27

Ⅱ メディア等で指摘されている問題点



28

１ 自治体財政への影響



１-１ 横浜市の実質的な減収影響額

29

〇 ふるさと納税制度の利用による流出額（住民税控除額）は年々増加（Ｒ７年度課税分：約340億円）。

〇 地方交付税制度における措置（約75％相当）を考慮した実質的な減収影響額は約86億円。

（単位：百万円） 実質的な減収影響額の推移（課税年度ベース）

※（b）地方交付税制度における措置相当額 は、（a）流出額（住民税控除額）の75％と仮定し算出した額



１-２ ワンストップ特例制度による減収影響（全国）
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〇 ワンストップ特例制度適用分の人数は、全国で約570万人。

〇 Ｒ７年度課税分における申告特例控除額（確定申告をすれば所得税から控除される分）は、全国計
で約376億円。

ワンストップ特例の適用状況（全国）

※「ふるさと納税に関する現況調査について 住民税控除額の実績等」（総務省）の数値

（単位：百万円） （単位：千人）



１-３ ワンストップ特例制度による減収影響（横浜市）
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〇 Ｒ７年度課税分における横浜市のワンストップ特例制度適用分の人数は、約23万人。

〇 Ｒ７年度課税分における申告特例控除額（確定申告をすれば所得税から控除される分）は約24億円
となっており、地方交付税制度における措置を考慮した実質的な影響額は約６億円に及ぶ。

ワンストップ特例の適用状況（横浜市）

※「ふるさと納税に関する現況調査について 住民税控除額の実績等」（総務省）の数値

（単位：百万円） （単位：千人）



32

２ 税の公平性



２-１ 高所得者ほど大きな節税効果

33

〇 合計所得金額の階層別で見ると、高所得者層ほど、ふるさと納税の実施者割合及び一人当たり控除額が高い。

〇 特例控除額が所得割額の２割という定率の上限のみでは、寄附金税額控除の上限額が所得に比例して高く

なり、返礼品と組み合わせることにより、高所得者ほど大きな節税効果が生じている。

所得階層別のふるさと納税実施者割合及び一人当たり控除額（指定都市）

出典：令和７年度税制改正要望事項（指定都市市長会）より抜粋

注１ 指定都市による調査結果（令和５年度課税分）を基に作成

２ 控除額は、個人市民税の寄附金税額控除額

３ 実施者の割合は、所得階層別の納税義務者全体に対する割合

（指定都市市長会税制改正要望における説明）



34

３ 本来の趣旨と異なる活用の拡大



３-１ ふるさと納税制度に関する意識①

35

〇 寄附先を選ぶ際には、返礼品の内容や魅力・コスパが重視されている（2024・2025年民間調査）。

〇 ふるさと納税制度において「お礼品が必要だと思う」と回答した人８割以上（2020年民間調査）。

【お礼品が必要だと思う理由＜回答例＞】

・お礼品があると、お得感があり、楽しみながら納税できる
・面倒な手続きもあるわけで、それに対してのモチベーションの

維持につながる
・地域産業のPRになると思う。その地域への意識が高まりふるさと
納税以外でも気に留まるようになっている

・お礼の品により地域の特性をPRでき、その自治体を知るきっかけ
となるため

・地域産業の雇用と活性化にもなっていると思う
・納税する側としての楽しみと、自治体側からは地域のアピールに
つながり、観光などの別の形で経済が動くきっかけになりwin-
winの策だと思うから

【お礼品が必要ないと思う理由＜回答例＞】

・お礼品を期待し、本来の目的と逸脱している
・応援したい自治体であれば別に必要ない。特産品が

ない自治体は寄付が少なく大変だと思う
・本来の趣旨に反する。住民税が控除されれば十分で

ある
・本来寄付は、当該団体に対する愛着からするべき

ものだから

【ふるさと納税制度において、お礼品は必要だと思いますか(回答者：ふるさと納税経験のある8,871人)。】

出典：2020 ふるさと納税利用実態アンケート（さとふる）

出典：2025年度 ふるさと納税に関するアンケート調査（はじめてのふるさと納税）

【寄附先を選ぶ際に重視するポイントを教えてください(回答者数：1,009人)。】

・返礼品の内容や魅力：85.0％

・還元率・コスパ：44.6％

・応援したい自治体：27.6％

・寄附金の使い道（福祉、教育、災害支援など）：27.5％

・地元・ゆかりのある地域：23.2％

・評判やレビュー：23.0％

・配送の早さ・丁寧さ：8.0％

出典：ふるさと納税1万人調査！利用者の本音と最新トレンド

～ふるさと納税実態調査③～（独立行政法人経済産業研究所）

【寄附先選びの決め手は何？
～2023年の寄附先自治体の選択理由(回答者数：10,860人)。】



３-２ ふるさと納税制度に関する意識②
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〇 ふるさと納税制度を利用した寄附のきっかけとして、「税金の控除が受けられる」、「返礼品を受け取れ

る」、「寄附先の返礼品が魅力的だった」が多い（2024年民間調査）。

出典：寄付白書プラス 2024 ～2022-23年の寄付市場を概観する～（日本ファンドレイジング協会）
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【参考１】 横浜市の対応



１-１ 指定都市市長会による要望内容①
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〇 横浜市を含む指定都市市長会は、税制改正要望として、ふるさと納税の見直しを挙げている。

〇 具体的には、本来の趣旨に沿った制度となるよう、① 特例控除額に定額の上限（例えば指定都市における

市民税の場合１０万円）を設けるなどの見直し、②ふるさと納税ワンストップ特例制度の見直しを要望。

02 ふるさと納税制度の見直し

１ ふるさと納税制度の早急な見直し
ふるさと納税制度について、本来の趣旨に沿った制度となるよう、特例控除額に定額の上限を設けるなどの見直しを早急に行うこと。

＜現状と理由＞
ふるさと納税は、生まれ育ったふるさとや応援したい地方自治体に対して、税制を通じて貢献するという趣旨のもと創設された制度であるが、一部の

地方自治体で過度な返礼品が設けられたことにより返礼品を目的とした寄附者が増加した。そのため、令和元年度税制改正で指定制度が創設され、返礼
品については、その調達に要する費用の額を寄附金の額の３割以下とすることとされたところである。
しかし、特例控除額が現行の所得割額の２割という定率の上限のみでは、寄附金税額控除の上限額が所得に比例して高くなり、返礼品と組み合わせる

ことにより、結果として、高所得者ほど大きな節税効果が生じている。
また、返礼品を目的とした寄附の増加により、地方自治体の財政に与える影響、特に都市部における税収減は非常に大きく、指定都市における税額控

除額が全国の市区町村分の３分の１超を占めるなど、ふるさと納税制度による指定都市の税収減は、もはや看過できる状況にない。
こうした課題が依然として残されていることから、本来の趣旨に沿った制度となるよう、指定都市の財政への影響額及び納税者への影響割合を考慮し、

特例控除額に定額の上限（例えば指定都市における市民税の場合１０万円）を設定するなどの見直しを早急に行うべきである。

２ ふるさと納税ワンストップ特例制度の見直し
ふるさと納税ワンストップ特例制度について、所得税控除相当額を個人住民税から控除する仕組みを速やかに見直すこと。
また、見直しまでの間、個人住民税から控除される所得税控除相当額は、地方特例交付金により全額を補塡すること。

＜現状と理由＞
ふるさと納税ワンストップ特例制度については、マイナポータルを活用した寄附金控除に係る申告手続の簡素化までの特例的な仕組みとして導入され

たにもかかわらず、令和３年分の確定申告からマイナポータルを活用した新たな申告方法が開始された後も何ら見直しがなされていない。所得税控除相
当額を個人住民税から控除するという現状の仕組みにより地方自治体に減収が生じていることから、速やかに見直すべきである。

出典：令和７年度税制改正要望事項（指定都市市長会）より抜粋



１-２ 指定都市市長会による要望内容②
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出典：令和７年度税制改正要望事項（指定都市市長会）より抜粋

〇 指定都市市長会による要望にあるとおり、特例控除額の上限額を10万円に設定した場合、指定都市全体で

影響を受ける方（10万円以上控除を受けている方）の割合は９％、基本控除分と特例控除分をあわせた減収額

は約1,400億円から約1,100億円に留まることが見込まれる（令和５年度ベース）。

特例控除額に係る上限額 ５万円 10万円 15万円

影響を受ける方の割合 28％ ９％ ５％

令和６年度減収額(a)

基本控除額分 特例控除額分 基本控除額分 特例控除額分 基本控除額分 特例控除額分

197 億円 1,205 億円 197 億円 1,205 億円 197 億円 1,205 億円

上限を設けた場合の減収額(b) 96 億円 754 億円 134 億円 948 億円 151 億円 1,028 億円

影響額(a)-(b) 101 億円 451 億円 63 億円 257 億円 46 億円 177 億円

特例控除額の上限設定による影響額の試算（指定都市）

注１ 令和５年度の「ふるさと納税に関する現況調査」結果及び指定都市による調査結果を基に作成

２ 上限額、減収額及び影響額は、いずれも個人市民税の額（ふるさと納税ワンストップ特例制度による申告特例控除額を除く）

３ 影響を受ける方の割合は、ふるさと納税実施者全体に対する割合



１-３ 受入促進に向けた取組
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〇 横浜市では、令和５年度から、寄附用ポータルサイトを新規開設する等、ふるさと納税の寄附受入拡大の

取組を加速。
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【参考２】 ふるさと納税制度に対する有識者等の意見



１-１ ふるさと納税制度に対する有識者等の意見①

〇 税制度としての課題

税は寄附とは異なり法律や条例にもとづいて強制力をもって賦課・徴収されるものであり、住民が自由意志で
納税先を選択できるというのは税の原理原則に反します。 住民税は居住自治体のサービスに対して税負担する
という応益課税の原則にのっとったものですが、納税者の判断で非居住地自治体を選択し、「納税」するという
のでは、応益原則に反しており、納税者間の不公平をもたらします。

（「「ふるさと納税制度」の本質的問題を問う」（2023年） 立命館大学教授 平岡和久）

地方税に関しては、居住地域において享受する行政サービスの対価という「応益原則」の性格が強いとされ、
この点が「応能原則」の側面を重視し、受益と負担の具体的な対応関係が相対的に希薄である国税と異なる点と
なる。また、地方税には、地域社会の全ての構成員により相互に負担を分かち合うべきという「負担分任原則」
という考え方もある。こうした点を踏まえるならば、ふるさと納税の意義として説明されている「納税者による
選択」については、その是非はともかくとして、教科書的な意味での本来の地方税の趣旨とは性格を異にするも
のと考えられる。 （「自己負担なき「寄附」の在り方が問われる「ふるさと納税」ー寄附金税制を利用した

自治体支援の現状と課題ー」（2015年） 予算委員会調査室 三角政勝）
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ふるさと納税制度の改善策としては、土居（2014）の主張と同様にふるさと納税制度を明確に寄附金税制に位
置づけ、認定NPO 法人等への取り扱いに準じる形に改正すべきだ。具体的には、地方税について設定されている
特例部分の段階的廃止を検討すべきである。特例部分の段階的廃止は、税収減を除く実質的な寄附部分がどのよ
うに推移するかをみながら決定すべきだろう。特例部分を段階的に廃止すれば、高額の寄附には一定割合の自己
負担を伴うようになり、高額所得者の有利さを軽減することにもつながることになるからだ。

（「ふるさと納税制度の現状と課題」（2016年）関西大学経済学部教授 橋本恭之・
近畿大学短期大学部准教授 鈴木善充）



１-２ ふるさと納税制度に対する有識者等の意見②

〇 過度な返礼品競争

ワンストップ特例制度は、本来国税からの還付される部分についても、地方自治体が肩代わりして還付すると
いう不合理な制度でもある。ワンストップ特例制度は、寄附者の居住先の自治体に連絡が必要など事務的な負担
も重い制度でもあり、即刻廃止するべきだ。

（「ふるさと納税制度の財政的な効果・影響の検証」（2023年） 関西大学経済学部教授 橋本恭之）

〇 ワンストップ特例制度

お世話になった自治体、応援したい自治体に力になれる制度であるとしているが、寄附者の多くはふるさと納
税代行業者のサイトで、自分が欲しい返礼品を検索して寄附先を決めているが実態である。ふるさと納税の総額
が現在のように膨大な金額になるまでは、札幌市のように返礼品の依存することなく、特徴的な寄附メニューを
提示することで寄附を集めていた自治体も存在していた。しかし、札幌市も市民の寄附による税収減が巨額と
なってきたため、2020年から地元の工場産のビールを返礼品に加えるなど返礼品競争に参入せざるをえない状況
に追い込まれている。

（「ふるさと納税制度の財政的な効果・影響の検証」（2023年） 関西大学経済学部教授 橋本恭之）

ワンストップ特例制度は、寄附者の利便性を高める制度だが、この制度はふるさと納税の本来の目的に合致し
ないものと考えられる。総務省のホームページでは、「第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択す
るからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。それは、税に対する意識が高まり、納税の
大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。」と記述されている。納税の大切さを意識するならば、
確定申告してもらうことで、納税意識の向上を図るべきである。ワンストップ特例制度については、本来負担す
べきでないものを地方自治体にせまるという問題点も抱えており、廃止を検討すべきである。

（「ふるさと納税制度と国・地方の財政」（2019年） 関西大学経済学部教授 橋本恭之）

43



論点メモ

〇 ふるさと納税制度のあり方

①ふるさと納税とは、そもそも何なのだろうか

・ふるさと納税の存在理由は何か

・「本来の趣旨」とは何なのか

・ 何を目的とした制度なのか

② 現行制度の問題点は何か

・上記①に照らして何が問題となるのか

③ ふるさと納税の現況をいかに評価すべきか




